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としべつ　　保健福祉課健康推進グループ
栄養士　　　　　　☎　８２－２７８０

国保病院からのお知らせ国保病院からのお知らせ国保病院からのお知らせ
インフルエンザ予防接種をおこなってますインフルエンザ予防接種をおこなってます

２　時　　間　　　（１）受　　　付　　午後４時00分から午後４時45分
　　　　　　　　　（２）診察・接種　　午後４時30分から終了まで
　　　　　　　　　＊早くご来院されても、早く診察・接種はできません。
３　接種場所　　　今金町国保病院
４　申込方法　　　予約制ですので、事前に病院窓口または電話にて申し込んでください。
５　予約開始　　　平成23年10月11日（火）からです。
                  ＊電話予約は、毎日午前10時以降にお願いします。
６　定　　員　　　１日の接種者定員は50名程度です。
７　接種料金　　　（１）65歳以上の高齢者の方は１,０００円
　　　　　　　　　（２）65歳以上の高齢者の方で生活保護受給者の方は無料
　　　　　　　　　（３）１歳～ 12歳の子どもは２回接種で１回目３,０００円、２回目無料
　　　　　　　　　（４）上記以外の方は２, ５００円
８　注意事項　　　（１）今年のワクチンは季節性インフルエンザと新型インフルエンザの両方に
                       対応したワクチンです。
　　　　　　　　　（２）今年のインフルエンザワクチンの入荷は十分ではないため、予約制となっ
                       ておりますのでご理解ください。
９　お問合せ　　　今金町国保病院　　　☎☎０１３７－８２－０２２１０１３７－８２－０２２１

国民年金広報国民年金広報
社会保険料(国民年金保険料)
　　控除証明書」が送付されます

　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告におい
て全額が社会保険料控除の対象となります。その年の
１月１日から12月31日までに納付した保険料が対象で
す。
　この社会保険料控除を受けるためには、領収書又は
納付したことを証明する書類の添付が義務付けられて
います。このため、平成23年１月１日から９月30日ま
での間に国民年金保険料を納付された方については、

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が本年11
月上旬に日本年金機構本部から送付されますので、年
末調整や確定申告の際には必ずこの証明書を添付して
ください。また10月１日から12月31日までの間に今年
はじめて国民年金保険料を納付された方は翌年の２月
上旬に送付されます。
　なお、ご家族の方の国民年金保険料を納付された場
合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができま
すので、ご家族宛てに送られた控除証明書を添付のう
え申告ください。「社会保険料(国民年金保険料)控除
証明書」についてのご照会は、下記の控除証明書ダイ
ヤルまでお問合せください。

国 民 年 金 保 険 料 を 納 め ま し ょ う

たくあん・めざし・にんじん・肉・セロリ・ほし芋

肥満の予防・・・・脳の食欲中枢が刺激され少量
　　　　　　　　　でも満腹感が得られ食べ過ぎ
　　　　　　　　　を予防します。
虫歯の予防・・・・だ液がたくさん分泌され食べ
　　　　　　　　　かすを落とします。
あごの形成・・・・あごの発達や正しい歯並びを
　　　　　　　　　促します。
脳を活発にする・・脳の神経を刺激し働きをよく
　　　　　　　　　します。

●控除証明書ダイヤル　（平成24年３月15日まで）
　℡　0570－070－117（ナビダイヤル）
　※通話料金は一般の固定電話の場合は、市内通話
　料金でご利用いただけます。ただし、携帯電話の
　場合は全額お客様の負担となります。

よくかむと、こんな効果が！よくかむと、こんな効果が！

かむ力をきたえる食べ物かむ力をきたえる食べ物

かむ力をきたえられない食べ物かむ力をきたえられない食べ物

ハンバーガー・ハム・かまぼこ・ソフトクリーム・
チーズ・ケーキ

１　接種期日　　　平成24年２月29日（水）まで接種日は、次のとおりです。

11月・・９日(水)、14日(月)、16日(水)、28日(月）、30日(水)

12月・・７日(水)、12日(月)、14日(水)、19日(月）、21日(水)、28日(水)

１月・・11日(水)、16日(月)、18日(水)、25日(水）、30日(月)

２月・・１日(水)、８日(水)、13日(月)、15日(水）、20日(月)、22日(水)、29日(水)
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■役場保健福祉課総務グループからのお知らせ■役場保健福祉課総務グループからのお知らせ

福祉灯油券福祉灯油券
についてについて

■対象者は12月１日現在において次のいずれかに該当する世帯で、世帯の中心となる方の前年収入が
　１５０万円未満の世帯です。(ただし、所得税、町民税の非課税世帯となります。)

①　70歳以上の一人暮らし世帯

②　老人夫婦世帯など

（１ヶ月以上の長期入院者を除く）
ただし、次の(1)、(2)の世帯が含まれます。
(1)満18歳未満(高校在学中の者を含む)の同居者がいる場合
(2)満18歳以上の同居者が、介護を要する重度心身障がい者
   である場合

　夫婦ともに満70歳以上で構成されている世帯。
ただし、次の(1)、(2)の世帯が含まれます。
(1)満18歳未満(高校在学中の者を含む)の同居者がいる場合
(2)満18歳以上の同居者が、介護を要する重度心身障がい者
   である場合

　交付を希望される方は11月末日までに「としべつ」へ

来所し、申請又はご相談下さい。

　申請後、収入等の調査を行い、認められましたら福祉

灯油券の交付となります。申請期日を過ぎてからの申請

は無効となることがありますのでご注意下さい。

　ご不明な点がありましたら係までお問い合せ下さい。

■除雪車の運転手を募集します

　町では除雪運転手・流雪溝監視員の　町では除雪運転手・流雪溝監視員の
臨時職員を次のとおり募集します。臨時職員を次のとおり募集します。

■雇用期間
除　雪／平成23年12月15日～平成24年３月20日
流雪溝／平成23年12月１日～平成24年３月20日
■雇用人員
除雪運転手７名、流雪溝維持管理員１名

●申込期間／ 11月９日～ 18日

●選考方法／書類選考

　　　　　　（履歴書、免許証を持参してください。

　　　　　　ただし、応募者は履歴書持参前にご

　　　　　　連絡願います）

●応募資格／町内在住者で大型自動車、大型特殊

　　　　　　自動車免許取得者及び車両系建設機

　　　　　　械運転技能講習修了者

申込・連絡先／

　役場公営施設課管理グループ　℡82－0111

◎支給されるもの→１世帯当たり200リットルの灯油購入券が◎支給されるもの→１世帯当たり200リットルの灯油購入券が
　交付されます。(使用期間は12月～３月末日まで)　交付されます。(使用期間は12月～３月末日まで)

③　ひとり親世帯及び寡婦世帯

　ひとり親世帯または寡婦のみの世帯。
　（児童が満18歳未満または高校生も含む）

　身体障がい者手帳( １級～３級)の交付を受け
ている方が世帯主で、かつ生計中心者である世帯。

　①～④の世帯でも、子や親族の扶養になってい
る方、同居されている方につきましては、収入に
関係なく、福祉灯油券交付の対象とはなりません。
　また、遺族年金や障がい者年金、児童扶養手当
を受給されている方につきましては、そちらも収
入として加算されますのでご留意下さい。

④　心身障がい者世帯

※ご注意ください

◎◎今金町では、生活の一助として福祉灯油扶助を行い、福祉向今金町では、生活の一助として福祉灯油扶助を行い、福祉向
　上を図ることを目的に生活援助推進事業をすすめています。　上を図ることを目的に生活援助推進事業をすすめています。

■道道冬期間通行止めのお知らせ
　函館建設管理部今金出張所では次の道路を冬期
間通行止めとしますのでお知らせいたします。

■通行止め予定日時

路線名 通行止め区間 延長

旭台今金線
今金町字旭台295-29地先(道
道起点）から今金町字白石
139-3地先まで

7.9㎞

金原今金線
今金町字金原406-2地先(道
道起点)から今金町字金原
363-2地先まで

0.3㎞

島牧美利河
線

今金町字美利河国有林4173
林班い小班(函館側道道起
点)から今金町字美利河62-1
地先まで

6.4㎞

美利河二股
自然休養村
線

今金町字美利河国有林289林
班地先(道道起点)から今金
町字美利河340-1地先まで

6.3㎞

　平成23年11月1日(火)午前11時から平成24年　平成23年11月1日(火)午前11時から平成24年
４月20日(金)午後３時までを予定。４月20日(金)午後３時までを予定。
＊ただし、金原今金線は11月１日以降の積雪に＊ただし、金原今金線は11月１日以降の積雪に
　より車両通行が不能となる日から通行止め。　より車両通行が不能となる日から通行止め。

■申請先・問い合わせ先
　今金町総合福祉施設としべつ
　　保健福祉課総務グループ
　　　　　　　　　℡　82－2780
　受付時間／８:30 ～ 17:15
　　　　　　　　　(土日・祝日除く)
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